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火薬類の輸入の承認について

輸入注意事項19第7号 (19.3.6)
改正①輸入注意事項22第17号（22.2.16）

平成１９年３月５日付け経済産業省告示第４９号（輸入公表の一部を改正する告示）により、

下記１に掲げる火薬類の輸入に係る二の二号承認（輸入貿易管理令第４条第１項第２号の規定に

よる輸入の承認（全地域を原産地又は船積地域とする貨物の輸入に係る承認に限る。）をいう。）

については、平成１９年４月１日以降は、下記により行います。

記

１ 対象品目
関税率表の番号等 品 名
３６・０１ 火薬
３６・０２ 爆薬
３６・０３ 導火線、導爆線、火管、イグナイター（次に掲げるものを除く。）

及び雷管
イ 火薬０．１グラム以下のイグナイターのうち、黒色火薬を
使用し電気により点火する構造のもの
ロ 自動車用エアバッグガス発生器に組み込んで用いるイグ
ナイターであって、次の（１）から（６）までに掲げる要件
を満たすもの
（１）火薬（過塩素酸塩を主とする火薬に限る。以下同じ。）
の量が０．２６グラム以下のもの又は火薬の量が０．０９
グラム以下であり、かつ、爆薬の量が０．０２５グラム以
下のものであること。ただし、点火部（イグナイターの部
分品であって、点火薬が充てんされているものをいう。以
下同じ。）を２つ有するものの場合には、それぞれの点火
部の火薬の量が０．２６グラム以下であること。

（２）電気により点火し、外部のガス発生剤に着火する構造で
あること。

（３）火薬及び爆薬を再度充てんすることができず、再使用で
きない構造であること。

（４）外殻は、防錆性を有する材質であること。
（５）内部の火薬及び爆薬が容易に取り出せない構造であるこ
と。

（６）点火部を２つ有するものの場合には、それぞれの点火部
が（１）から（５）までの要件を満たし、かつ、一方の点
火部の点火が他方の点火部の点火を引き起こさない構造
であること。

ハ 自動車用シートベルト引っ張り固定器に用いるガス発生
器（Ｌ字型ガス発生器を含む。）、自動車用乗員前方移動拘
束装置に用いるガス発生器又は自動車用歩行者衝撃緩和ボ
ンネット上昇装置に用いるガス発生器に組み込んで用いる
イグナイターであって、次の（１）から（５）までに掲げる
要件を満たすもの
（１）火薬の量が０．２６グラム以下のもの又は火薬の量が０．
０９グラム以下であり、かつ、爆薬の量が０．０２５グラ
ム以下のものであること。ただし、自動車用乗員前方移動
拘束装置に用いるガス発生器に組み込んで用いるものの場
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合には、火薬の量が０．２５グラム以下のものであること。
（２）電気により点火し、外部のガス発生剤に着火する構造で
あること。

（３）火薬及び爆薬を再度充てんすることができず、再使用で
きない構造であること。

（４）外殻は、防精性を有する材質であること。
（５）内部の火薬及び爆薬が容易に取り出せない構造であるこ
と。

２ 申請者の資格
（１）関税率表第３６・０１項に該当する貨物（火薬類取締法（昭和２５年法律第１４９号。
以下「火取法」という。）第２条第１項第１号に規定する火薬に限る。）については次の
いずれかに該当する者
① 火取法第３条の規定に基づく火薬類の製造の許可を受けている者又は火取法第５条の
規定に基づく火薬類の販売営業の許可を受けている者であって、かつ、火取法第１２条
第１項の規定による許可を受けている者又は火取法第１３条のただし書の規定による許
可を受けている者
② ①以外の者にあっては、申請貨物につき火取法第２４条の規定に基づく輸入の許可を受
けた者

（２）関税率表第３６・０２項に該当する貨物（火取法第２条第１項第２号に規定する爆薬に
限る。）
（１）に同じ。

（３）関税率表第３６・０３項に該当する貨物（火取法第２条第１項第３号に規定する火工品
に限る。）
（１）に同じ。

（４）上記に掲げる品目以外の貨物にあっては、当該貨物を輸入しようとする者

３ 書面申請手続
（１）申請書の提出先
貿易経済協力局貿易管理部貿易審査課

（２）申請書の受付時間
毎週月曜日から金曜日までの午前１０時から１１時４５分まで及び午後１時３０分か
ら午後３時３０分まで。ただし、行政機関の休日（行政機関の休日に関する法律（昭和６
３年法律第９１号）第１条第１項各号に掲げる日。以下同じ。）を除く。

（３）申請書の提出部数
輸入承認申請書（輸入貿易管理規則別表第一 Ｔ２０１０） ２通

（４）添付書類
① ２の（１）から（３）までに該当する場合
（イ）輸入承認申請明細書〔別紙様式１〕 ２通
（ロ）申請資格を有することを証する書類の写し ２通
（ハ）当該申請貨物のカタログ類 ２通
（ニ）当該申請貨物の輸入に係る契約書又はこれに類する書類の写し２通

② ２の（４）に該当する場合
（イ）輸入承認申請明細書〔別紙様式１〕 ２通
（ロ）当該申請貨物の輸入を必要とする理由を説明する書類 ２通
（ハ）当該申請貨物のカタログ類 ２通
（ニ）当該申請貨物の輸入に係る契約書又はこれに類する書類の写し２通

③ 審査に当たり、必要がある場合には、許可書等の原本並びに①及び②に掲げる書類以外
の書類の提出を求めることがある。

④ 提出書類は原則として返還しない。ただし、許可書等の原本は確認後返還する。
（５）添付書類の省略
（４）①（ロ）の申請資格を有することを証する書類（以下「資格許可書等」という。）
については、以下の書類を提出し受理された場合には、以降の同様の申請において資格許
可書等の添付を省略することができる。また、提出した資格許可書等に変更があった場合
には、変更後の資格許可書等を同様に提出し受理された場合には、以降の同様の申請にお
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いて資格許可書等の添付を省略することができる。
① 資格許可等対象書類
（イ）火取法第３条の規定に基づく火薬類の製造の許可
（ロ）火取法第５条の規定に基づく火薬類の販売営業の許可
（ハ）火取法第１２条第１項の規定による許可
（ニ）火取法第１３条ただし書の規定による許可
（ホ）（イ）から（ニ）までの許可書の内容を変更したことを証する書類
② 提出書類
（イ）資格許可書等の写し ２通
（ロ）申請書本人が当該資格許可書等の写しは原本と相違ないことを誓約した別紙様式２に
よる書類（以下「原本誓約書」という。） ２通

４ 輸入承認の基準
当該輸入承認申請が３に従って行われたものであることを確認の上、審査の結果適当と認
められる場合に、申請のあった貨物の数量の範囲内で承認を行うものとする。
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〔別紙様式１〕

火 薬 類 輸 入 承 認 申 請 明 細 書

【火薬・爆薬・火工品・その他】

受 付 年 月 日 ① 申請者名及び住所 担当者氏名（ＴＥＬ）

※

受 付 番 ② 需要者名（設置場所又は工場名）

※

③ 最終需要者名

④ 関税率表の番号等 ⑤ 原産地 ⑥ 船積地域 ⑦ 国連番号（UN №）

⑧ 貨物名・貨物の説明等

型・銘柄・仕様

規格・構造・火薬の組成及び数量
数量及び単位 単 価 総 額

総 計

（裏面につづく）
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（裏面）

⑨ 貨物の用途

⑩ 輸出業者名（住所）

⑪ 製造業者名（住所）

⑫ 特別の有効期間の設定

・輸入承認の日から 月

・理 由

記入上の注意事項

１．※印のある欄には記入しないでください。

２．「【火薬・爆薬・火工品・その他】」から該当するものを○で囲んでください。

３．「⑦ 国連番号（ＵＮ №）」欄は、火薬類を含む貨物の場合のみ記入してください。

４．「⑧ 貨物名・貨物の説明等」欄

貨物名（和訳）・貨物の説明（型・銘柄・仕様・規格・構造・火薬の組成及び数量）を記

入してください。欄内に書ききれない場合は別紙に記入してください。

５．「⑫ 特別の有効期間の設定 」欄

輸入承認証の有効期間は承認をした日から６か月と定められていますが、この期間内に輸

入が不可能な場合には特別の有効期間を設定することができます。

この欄に必要な期間とその理由を記入し、特別の有効期間を必要とすることを立証する書

類を添付してください。

６．用紙の大きさは日本工業規格Ａ４とします。
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〔別紙様式２〕

年 月 日

原 本 誓 約 書

経済産業大臣 殿

申 請 者 記 名

押印又は署名

住 所

本申請に係る添付書類のうち、以下の書類の写しについては、私（当社）が保有する原本と相違

ないことを証明します。

□ 火薬類取締法第３条の規定に基づく火薬類の製造の許可

許可番号

□ 火薬類取締法第５条の規定に基づく火薬類の販売営業の許可

許可番号

□ 火薬類取締法第１２条第１項の規定による火薬庫設置等の許可

許可番号

□ 火薬類取締法第１３条ただし書の規定による許可

許可番号

□ 上記許可書の内容を変更したことを証する書類

許可番号等

記入上の注意事項

１．該当する書類に☑マークしてください。

２．許可番号等については、許可番号を記入してください。ただし、許可番号のない書類に

ついては、当該書類の受理年月日を記入してください。

３．用紙の大きさは日本工業規格Ａ４とします。


